
陸

軍

徽
兵
縫
員

徴
兵
線
員
細
9
0

、
詰
O
玉

，　　　・

集　　　　徴
徴
員
備 役　　　現

當
　
銭
　
者

　入徽七徴一徴志當
@條兵條兵條兵
v鶴灘寡臓　者二者二者二　　＋＋＋者者

二
八
．
九
灼
O

莫　　　　豆三　一　Il4三
牡二

囂¥

@歳第
一

　　1

@．

ｱ
四
四
徴
兵
穂
員
細
別

六
五
西

　　　　　　尊

p九孟三　　三

上ごI
：
＋
丁
歳
　
以

一
九
、
七
五
日

三　　　　　　　　三九　　　　　　　　　　　　八

ﾙ　lll琵発

批ご

囂¥
@歳第
二五

八
〇

二；　空　言　　　　主　　　　　　　　　A

上二

f十
嚶ﾎ　以

師

二
一
、
八
五
回

三　　　　　　　　　三δ　　　　　　　一　八

W五　ll署藷

　二

囂¥

ﾎ第
三五

七
七 1莫豆三三三

上二
j
丁
歳
　
以

二
日
、
◎
四
×
1日ll毒1

’二

囂¥

ﾎ

警’
一五八三五　1竺

上二D
＋
丁
歳
　
以

第
四

二
一
、
六
七
五

三　　　　　　　　三

ｫrli糞
　二

ｹ十
@歳第
五き 茎皇え五言三

上二
j
了
歳
　
ぷ

一一

O
、
八
八
三

差…　　　　　　　　　　　　：三

ﾎ　　　　　　　　ゴ

O霊　11奎尭

　二

囂¥
@歳第
六蚕 三　日　一　≡　　六　　　　　’　　　　　　■崎ト

上二

ｲ十
嚶ﾎ
@以 管

一
西
O
、
一
五
二

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

ｪ　　　　　　　　八九　　　　　　　　　　ヨt　§

o曇　ll召誓

　ゴ

囂¥

@歳

明
治
二
十
五
年コ

一
、
＝
＝

ごo　　間　　一一　　　　　　三

ｫ三塁；二亘

上二

ｲ十
嚶
ﾎ
　
以
計

一
曽
三
、
二
七
三

§閤．　×委三八竪蓉2亦

‘

現
佳
人
ロ
千
二
付
肚
丁

肚
丁
百
二
付
現
役

肚
丁
百
二
付
兵
役
免
除

　
右
比
例
ノ
内
肚

　
ル
如
ク
検
査
規

八
．
9
二

回
．
九
四

七
．
〇
六

・
エ
付

改
正

則丁
ノ百

八
．
宍
二

五
．
五
三

七
．
八
〇

兵
役

ア
リ

由ノ

〃二

後
工
比
シ
多
敷
ナ
〃
ハ
十
九
年
十
二
月
ノ
陸
軍

際
身
幹
短
尺
ニ
シ
タ
不
合
格
ノ
毛
ノ
ヲ
兵
役
免

シ
ク
多
キ
ハ
爾
度
ノ
徴
兵
ヲ
施
行
セ
シ
昌
由
〃

ロ
ニ
比
例
シ
叉
゜
同
肚
丁
ノ
現
役
並
二
兵
役
免
除

ヲ
施
行
セ
ザ
〃
地
方
ノ
人
ロ
ヲ
省
キ
タ
算
出
ス

明
治
二
十
〆
五
年

師

第
二
第
一
二
第
三
一
第
四
一
第
五
一
第
六
一
合
計

種
　シニニエデ
　此十十ヲノ
　比歳年徴兵
　例肚ノ集役
　2・丁人ス免
別徴ヲ員ノv除
　兵人著ノ前

八
．
五
六

五
．
田
五

七
．
五
二

免
除

シ
ニ

十Eご五
八
．
璽

五
．
一

一
〇
．
七
，

」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
」

八
．
六
五

五
．
五
八

八
．
§
七

五
年

八
．
カ
×

六
。
二
八

畦
山
（
§

於
テ

八
．
五
一

五
．
西
五

八
．
一
六

著
シ
ク

七
．
九
三

五
．
八
六

豆
．
五
二

減
少

　
七
．
四
八

　
六
．
〇
五

ご
六
．
五
回

シ
タ

ル

七
．
七
〇

．
五
．
七
九

《（

O
．
玉
ニ

バ
前

九
．
一
九

四
．
七
二

田
酋
℃
七
西

説
明
中

同
二
十

四
年

同
二
十

三
年

同
二
十

二
年

同
二
十

一
年

同
二

十
年

　
一
×
．
七
八

　
田
．
二
三

　
酋
O
．
五
五

・
二
記

ス

ノ
割
合
ヲ
掲
グ
レ
バ
左
ソ
如
シ
但

省
訓
令
乙
第
九
號
二
依
リ
雑
卒
職

除
中
二
編
入
セ
シ
ヲ
以
テ
ナ
リ

“
L
麓

徴
兵
ハ
北
海
道
二
於
テ
画
館
、
江
差
、
頑
山
ヲ
除
ク
ノ
外
及
沖
縄
縣
、
東
京
府
管
下
小
笠
原
島
ニ
ハ
之
ヲ
施

行
セ
ズ

明
治
二
十
一
年
迄
ハ
ニ
十
歳
未
蒲
ノ
現
役
志
願
者
ヲ
本
表
二
記
載
ス
ト
雌
死
右
ハ
徴
兵
中
ノ
モ
ノ
ニ

非
ザ
〃
ヲ
以
テ
ニ
十
二
年
以
降
ハ
之
ヲ
省
キ
タ
リ
○
志
願
者
ニ
シ
テ
不
合
格
ノ
毛
ノ
ハ
ニ
十
一
年
以

前
ハ
兵
役
免
除
ノ
項
二
合
算
シ
ニ
十
二
年
以
後
ハ
一
般
ノ
肚
丁
ト
同
ジ
ク
徴
集
延
期
猶
豫
其
他
ノ
各

項
二
併
記
シ
タ
リ
○
二
十
一
年
以
前
ノ
豫
備
徴
員
ニ
ハ
補
充
ノ
藪
ヲ
算
入
ス
〇
二
十
五
年
徴
集
免
除

ノ
増
加
シ
兵
役
免
除
ノ
減
少
シ
タ
ル
ハ
ニ
十
五
年
三
月
徴
兵
検
査
規
則
ノ
改
正
二
依
り
從
前
ノ
兵
役

免
除
二
属
ス
ベ
キ
者
ノ
内
若
干
ヲ
徴
集
免
除
二
編
入
シ
タ
〃
ガ
故
ナ
リ
〇
二
十
年
ヨ
リ
ニ
十
二
年
マ

・
　
　
　
　
　
第
一
四
三
　
　
　
　
　
　
徴
　
兵
　
鋤
櫟
　
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

明
　
治
　
二
　
十
　
五
　
年

種
　
　
　
　
　
別

二
十
歳
肚
丁

に
針
璽

合
　
　
計

伺
二
十
四
年

同
二
十
三
年

同
二
十
一
年

同
二
十
年

歳
舗
　
　
門
　
計
徴
集
延
期
猶
豫
徴
　
　
集
　
　
免
　
　
除
璽
醸
芦
獅
チ
現
役
チ
終
＾
兵
　
役
　
免
　
除
ム
ハ
週
…
同
現
　
役
丘
ハ
員
重
罪
ノ
刑
二
虚
セ
ラ
レ
タ
ル
者

　
一
九
、
五
七
一
　
　
五
四
隣
　
　
｝
　
八
《
〔
八
六
二
　
一
〇
山
〔
九
七
七
丁
　
一
八
二
、
五
囲
五
　
　
　
1
　
　
ご
四
七

絶
　
　
　
計
｝

三
四
八
、
三
七
七

四
四
、
三
八
六

三
九
二
、
七
山
会
二
　
　
戸

三
六
一
、
四
ニ
ニ

三
五
〇
、
三
六
九

三
六
〇
、
三
五
七

目
二
七
、
八
四
六

七
七
七
、
九
七
二

徴
兵
ハ
北
海
道
二
於
テ
画
館
、
江
差
二
鵬
山
ヲ
除
ク
ノ
外
及
沖
縄
縣
、
東
京
府
管
下
小
笠
原
島
ニ
ハ
之
ヲ
施
行
セ
ズ
明
治
二
十
一
年
迄
ハ
ニ
十
歳
未
蒲
ノ
現
役
志
願
者
ヲ
本
表
二
記
載
ス
ト
雌
死
右
ハ
徴
兵
中
ノ
モ
ノ
ニ

〇
四


